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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有する液晶表示装置であって、
　第１基板と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第１基板及び前記第２基板の外側面にそれぞれ取り付けられ、その偏光方向が互い
に垂直または平行である複数の偏光板と、
　前記第１基板および前記第２基板の間に注入されており、液晶分子が初期に前記第１基
板及び前記第２基板に対して垂直配列されている液晶物質層と、
　前記第１基板及び前記第２基板のうちの一つの基板に形成されている２つの第１電極及
び第２電極と、
を備え、
　各前記画素は、電界が印加された前記液晶物質に含まれる前記液晶分子の平均配列方向
によって区別された複数のドメイン、に分割されており、
　前記ドメインの端部に位置している前記液晶分子は、平均すると、前記ドメインの境界
に対して互いに対称的に配列されており、
　前記偏光板の前記偏光方向は、前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向の少な
くとも１つと平行でも垂直でもなく、
　各画素内において前記第１電極及び前記第２電極は互いに並行に配置されており、一の
画素内では前記第１電極及び前記第２電極はデータ線の延在方向である第１方向に延在し
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、前記一の画素に隣接する画素内では、前記第１電極及び前記第２電極の一部は前記第１
方向及びゲート線の延在方向である第２方向に対して一定の傾斜を有するように互いに並
行に延在している、
液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１基板及び前記第２基板と対応する前記偏光板との間の一方に取り付けられた補
償フィルム、
を更に備える、
請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記補償フィルムは、一軸性及び二軸性からなるグループから選択された構造を有する
、
請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向の少なくとも１つは、前記画素の境界
線の少なくとも１つと平行でも垂直でもない、
請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向は、全て前記画素の境界線の少なくと
も１つと平行でも垂直でもない、
請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向の少なくとも１つは、前記画素の境界
線の少なくとも１つと平行でも垂直でもない、
請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向は、全て前記画素の境界線の少なくと
も１つと平行でも垂直でもない、
請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向の少なくとも１つは、前記画素の境界
線の少なくとも１つと平行でも垂直でもない、
請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配向方向は、全て前記画素の境界線の少なくと
も１つと平行でも垂直でもない、
請求項８に記載の液晶表示装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置は、電極が形成されている２枚の基板の間に液晶を注入し、電極
に加える電圧の強さを調節して光透過量を調節する構造からなる。
【０００３】
　以下、添付図面を参照して従来の技術に従う液晶表示装置について詳細に説明する。
【０００４】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）は従来の技術に従うＴＮ(twisted-nematic)方式の液晶表
示装置の構造を概略的に示す断面図である。
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【０００５】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）に示すように、ＴＮ方式の液晶表示装置は、内側面にそれ
ぞれ透明電極３、４が形成されている１対の透明ガラス基板１、２、二つのガラス基板１
、２の間の液晶層７を含み、それぞれのガラス基板１、２の外側面には光を偏光させる２
枚の偏光板５、６が取付けられている。ここで、下部基板１の電極３は画素電極であり、
上部基板２の電極４は共通電極であり、液晶層７の誘電率異方性Δεはゼロより大きい。
【０００６】
　電気場を印加しないときには、図１（Ａ）に示すように、二つの基板１、２の間に詰め
られた液晶層７の液晶分子８は、その長軸方向が二つの基板１、２に平行に配列されてお
り、一つの基板から他の基板に至るまで螺旋状にねじれた構造を有する。
【０００７】
　二つの電極３、４に電源Ｖを連結して図１（Ｂ）の矢印の方向に液晶層７に充分な大き
さの電気場を形成した時には、図１（Ｂ）に示すように、液晶分子８の長軸が電気場の方
向と平行になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、かかるＴＮ方式の液晶表示装置は視野角が狭く階調反転が生じるという
問題点を有している。
【０００９】
　従って、本発明は前記従来の問題点を解決するためのものであって、その目的は、広視
野角を有する新しい方式の液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するための本発明に従う液晶表示装置は、
　複数の画素を有する液晶表示装置であって、
　第１基板と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第１基板及び前記第２基板の外側面にそれぞれ取り付けられ、その偏光方向が互い
に垂直または平行である複数の偏光板と、
　前記第１基板および前記第２基板の間に注入されており、液晶分子が初期に前記第１基
板及び前記第２基板に対して垂直配列されている液晶物質層と、
　前記第１基板及び前記第２基板のうちの一つの基板に形成されている２つの第１電極及
び第２電極と、
を備え、
　各前記画素は、電界が印加された前記液晶物質に含まれる前記液晶分子の平均配列方向
によって区別された複数のドメイン、に分割されており、
　前記ドメインの端部に位置している前記液晶分子は、平均すると、前記ドメインの境界
に対して互いに対称的に配列されており、
　前記偏光板の前記偏光方向は、前記ドメインの前記液晶分子の前記平均配列方向の少な
くとも１つと平行でも垂直でもない。
【００１１】
　第１基板及び第２基板と対応する偏光板との間の一方に取り付けられた補償フィルム、
を更に備えることは好ましい。
【００１２】
　補償フィルムは、一軸性及び二軸性からなるグループから選択された構造を有すること
が好ましい。
【００１３】
　ドメインの液晶分子の平均配列方向の少なくとも１つは、画素の境界線の少なくとも１
つと平行でも垂直でもないことが好ましい。
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【００１４】
　ドメインの液晶分子の平均配列方向は、全て画素の境界線の少なくとも１つと平行でも
垂直でもないことが好ましい。
【００１６】
　かかる液晶表示装置の二つの電極に電圧を印加すると、二つの電極の間には放物線状の
電気場が形成され、この電気場により液晶分子が駆動される。
【００１７】
　ここで、かかる駆動方式を適用した液晶表示装置をＥＯＣ(electrically-induced opti
cal compensation)方式の液晶表示装置という。
【００１８】
　かかるＥＯＣ方式の液晶表示装置においては、二つの電極間の領域の中心部を基準とし
て両側の液晶分子の配列が対称的に形成される。従って、透過する光に対する位相遅延(p
hase retardation)も対称的に発生して広い視野角を有することができる。
【００１９】
　前記のような液晶表示装置における電極の構造および配置は、画素単位にまたは画素内
部で電極が折り曲げられた形態に形成することにより、電極が折り曲げられた部分の両側
で液晶分子の配列方向が異なり、光の遅延を互いに補償することができるので、より広い
視野角が得られる。
【００２０】
　偏光板を透過軸が互いに垂直である方向に取付ける場合、偏光板の透過軸は電極の一部
と平行するか垂直をなす場合を除いたすべての方向に取付けることができ、偏光板の透過
軸が電極となす角度が４５°であることが最も好ましい。
【００２１】
　そして、電極の折り曲げられた部分の角度は０°から１８０°の間の範囲を有すること
ができ、９０°であることが最も好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の液晶表示装置において、ＥＯＣモードの場合と同様に、電極をのこぎり歯状に
形成して電極が折られた部分を中心に両側で液晶分子の傾き方向が互いに異なる領域によ
り光の遅延が補償されて広い視野角を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、従来の技術に従うツイストネマチック(twisted-nematic：ＴＮ）方式の
液晶表示装置の構造を概略的に示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施例に従うＥＯＣ(electrical induced optical compen
sation)方式の液晶表示装置の基本駆動原理を示す概略図である。
【図３】図３は、本発明の第２実施例に従うＥＯＣ(electrical induced optical compen
sation)方式の液晶表示装置の基本駆動原理を示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の第３実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置で単位画素に形成
された電極の構造を示す平面図である。
【図５】図５は、本発明の第４実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置で単位画素に形成
された電極の構造を示す平面図である。
【図６】図６は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定した結
果を示すグラフである。
【図７】図７は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定した結
果を示すグラフである。
【図８】図８は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定した結
果を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定した結
果を示すグラフである。
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【図１０】図１０は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１２】図１２は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１３】図１３は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１４】図１４は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１５】図１５は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１６】図１６は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の視野角を測定し
た結果を示すグラフである。
【図１７】図１７は、本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置で電気光学的特性
を測定した結果を図表で示すグラフである。
【図１８】図１８は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施例に従う液晶表示装置で単位画素に形成された電極の
構造を示す平面図である。
【図２４】図２４は、図２３（ａ）部分の拡大図である。
【図２５】図２５は、本発明の実施例に従う液晶表示装置の分解斜視図である。
【図２６】図２６は、本発明の実施例に従うＥＩＭＤ方式の液晶表示装置の駆動原理を示
す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００２５】
　図２（Ａ）ないし（Ｃ）および図３（Ａ）ないし（Ｃ）は本発明の第１および第２実施
例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置の原理を示す概略図である。
【００２６】
　図面からわかるように、配向膜９０がそれぞれ形成されている１対の透明ガラス基板１
０、２０が互いに向い合っている。二つの基板１０、２０のうちの下部基板１０の内側面
には二つの線形電極３０、４０が互いに平行に形成されている。二つのガラス基板１０、
２０の間には液晶物質が注入されて液晶層７０をなしており、液晶層７０の液晶分子８０
は二つの基板１０、２０に対して垂直に配列されている。ここで、液晶分子８０は基板１
０、２０に対して先傾斜角を有するように構成でき、二つの電極３０、４０は透明もしく
は不透明導電物質で構成することができる。それぞれのガラス基板１０、２０の外側面に
は通過する光を偏光させる２枚の偏光板５０、６０がそれぞれ取付けられている。
【００２７】
　一般に、二つの電極３０、４０のうち、一つはそれぞれの単位画素毎に異なるデータ信
号を印加するための画素電極であり、残りの一つは全体単位画素に共通した信号を印加す
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るための共通電極である。また、それぞれの画素電極はそれぞれの画素に形成されている
薄膜トランジスタのようなスイッチング素子の１端子と連結されている。
【００２８】
　このとき、液晶層７０の液晶物質は、誘電率異方性Δεがゼロより大きいことが好まし
いが、誘電率異方性Δεがゼロより小さくてもよい。また、液晶物質はネマチック、キラ
ルネマチックもしくは左旋性または右旋性のキラル添加剤が混合されたネマチック液晶の
いずれも可能である。
【００２９】
　また、それぞれの配向膜９０は液晶分子８０が横になる時に方向性を有するようにすべ
てにラビング処理をすることもでき、選択的に一つにのみラビング処理をすることもでき
、すべてにラビング処理をしないことも可能である。ラビング処理をする場合、ラビング
方向は二つの電極３０、４０の方向に対して任意の方向にすることができ、二つの基板１
０、２０の配向膜９０すべてにラビング処理をする場合には、ラビング方向を互いに反対
方向にして二つのラビング方向のうちの一方向は電極と垂直方向にすることが好ましい。
【００３０】
　ここで、二つの偏光板５０、６０の透過軸は互いに平行または垂直に配置することがで
きる。
【００３１】
　また、二つの電極３０、４０の幅はそれぞれ１～１０μｍの範囲、二つの電極３０、４
０間の間隔は２～２０μｍの範囲、液晶層７０の厚さは１～１５μｍの範囲であることが
好ましい。
【００３２】
　図２（Ａ）ないし（Ｃ）は、液晶物質の誘電率異方性が正である純粋なネマチック液晶
である場合であり、図３（Ａ）ないし（Ｃ）は液晶物質のキラル添加剤が混合された誘電
率異方性が正であるネマチック液晶であるか誘電率異方性が正であるキラルネマチック液
晶である場合である。
【００３３】
　図２（Ａ）および図３（Ａ）に示すように、電気場を印加しない時には、液晶層７０の
液晶分子８０は配向膜９０の配向力により二つの基板１０、２０に垂直に配列された構造
を有する。
【００３４】
　このとき、下部基板１０に取付けられている偏光板５０を通過した光は偏光方向が変わ
らないで液晶層７０を通過する。ここで、二つの偏光板５０、６０の透過軸が平行である
と、この光は上部基板２に取付けられている偏光板６０を通過するので明るい状態が具現
される。二つの偏光板５０、６０の透過軸が直交すると、下部基板１０の偏光板５０を通
過した光は上部基板２０の偏光板６０により遮断されるので暗い状態になる。
【００３５】
　図２（Ｂ）および図３（Ｂ）は電界を十分に印加した場合を示すものであり、図２（Ｃ
）および図３（Ｃ）はそれぞれ図２（Ｂ）および図３（Ｂ）を上部基板側から見下ろした
図である。
【００３６】
　このとき、電気場は二つの電極３０、４０の間の領域の中央部分では本質的に基板１０
、２０に対して平行で、電極３０、４０に対して垂直で、電極３０、４０に接近するほど
下方に歪んだ放物線状になる。
【００３７】
　このとき、ネマチック液晶物質は正の誘電率異方性を有するので、液晶分子８０の長軸
が電気場の方向に沿って配列されようとするが、二つの基板１０、２０に隣接した部分で
は加えられた電気場による力よりは配向膜９０の配向力が強いので、液晶分子８０は垂直
に配向されたもとの状態を保持する。従って、純粋なネマチック液晶物質を用いる場合に
は、電気場による力と配向力とが均衡をなすように液晶方向子は連続的に変化する。
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【００３８】
　この場合、前述したように、二つの電極３０、４０の間の電気場は全体的に放物線状に
形成されるので、二つの電極３０、４０間の領域の中心面を基準にして左右の液晶分子８
０は対称に配列される。
【００３９】
　このとき、図２（Ｂ）および（Ｃ）でみるように、電極３０、４０に対して垂直方向の
視野角は液晶分子８０の長軸の向く方向が中心面を基準にして対称であるので、液晶層７
０を通過する光に対する位相遅延(phase retardation)が対称的に補償される効果が発生
して、視野角が広くなる。また、液晶分子８０の短軸方向、すなわち電極３０、４０に対
して水平方向には屈折率の変化率が小さいので、視野角が拡張される。
【００４０】
　一方、二つの電極３０、４０間の領域の中央部分において、電気場は基板と平行である
。従って、この電気場による力は基板に対して垂直に配列されている液晶分子８０に対し
て垂直であるので、液晶分子８０が動かない不連続面が二つの電極３０、４０の中心部に
形成される。
【００４１】
　次に、図３（Ｂ）および（Ｃ）で見るように、液晶物質がキラルネマチック液晶または
キラル添加剤が混合されたネマチック液晶である場合には、純粋なネマチック液晶である
場合とは異なるところがある。
【００４２】
　二つの電極３０、４０間の領域の中心部分において液晶分子８０が動かない不連続面が
生じるのは図２（Ｂ）および（Ｃ）と同様である。しかしながら、それ以外の部分におい
て液晶分子８０の長軸は電気場による力と配向力とにより変化するばかりでなく、キラリ
ティー(chirality)によりツイストされて二つの電極３０、４０間の領域における中心面
の両側の領域にある液晶分子８０の配列は完全に対称をなさない。
【００４３】
　つまり、図２（Ｃ）をみると、上部基板からみるとき、液晶分子８０と長軸とがいずれ
も電極３０、４０に対して垂直に配列されるが、図３（Ｃ）でみると、中心面を基準にし
て両側の領域の液晶分子８０は反時計方向に回転する。もちろん、液晶分子８０の回転方
向は反対であることもできる。この場合、電極３０、４０に対して垂直な方向だけではな
く平行な方向に対しても視野角が広くなる。
【００４４】
　前述したような状態で下部基板１０に取付けられている偏光板５０を通過して偏光され
た光の偏光は液晶層７０を通過しながら液晶方向子のねじりに沿って回転することになる
。前記した二つの場合に、誘電率異方性、二つの基板１０、２０間の間隔や液晶分子８０
のピッチなどを調節して偏光が９０°回転するようにすることができる。この場合、二つ
の偏光板５０、６０の透過軸が互いに平行に配置されると、この光は上部基板２０に取付
けられている偏光板６０により遮断されるので暗い状態が具現される。二つの偏光板５０
、６０の透過軸を互いに直交するように配置すると、下部基板１０の偏光板５０を通過し
た光は上部基板２０の偏光板６０を透過するので明るい状態になる。
【００４５】
　言い換えると、本発明に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置において、二つの電極３０、４
０間の中心面に対して液晶分子８０は対称的に配列される。これによって、図２（Ｂ）お
よび図３（Ｂ）においてＡ方向に透過する光とＢ方向に透過する光は類似した液晶分子８
０の配列からなる経路を透過することになる。従って、通過する光に対する遅延もほぼ同
一に形成されるので、広い視野角を有することができる。
【００４６】
　かかる液晶表示装置において、電極の構造および配置は多様に変化させることができ、
図４および図５に示すように形成することができる。以下、これについて詳細に説明する
。



(8) JP 5570829 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

【００４７】
　図４および図５に示すように、ゲート線１００が横に形成されており、これと直交する
データ線２００が縦に形成されて画素を定義している。共通電極線である第１電極線３２
がゲート線１００と平行に形成されており、それぞれの画素には第１電極線３２と平行に
向い合って画素電極である第２電極線４２が形成されている。ゲート線１００とデータ線
３００の交差点付近にはスイッチング素子である薄膜トランジスタＴＦＴが形成されてお
り、薄膜トランジスタＴＦＴの第１端子はゲート線１００と、第２端子はデータ線３００
と、第３端子は第２電極線４２とそれぞれ連結されている。
【００４８】
　図４でみるように、それぞれの画素には互いに平行に向い合う第１および第２横電極線
３２、４２が横に形成されている。図示した四つの画素のうち、対角線方向に配置された
二つの画素には、第１および第２横電極線３２、４２とそれぞれ連結されて、これらから
縦方向にそれぞれ延長されている第１および第２電極３３、４３が互いに平行に交互に形
成されている。また、隣り合う他の二つの画素には、第１および第２横電極線３２がそれ
ぞれ連結されて互いにその反対側端部から縦に延長されている第１および第２縦電極線３
１、４１が形成されている。また、第１横電極線３２および第１縦電極線３１から延長さ
れてこれらと一定の角をなす第１電極３０が形成されており、第１電極３０の間には第２
横電極線４２および第２縦電極線４１から延長された第２電極３０、４０が第１電極３０
と平行に形成されている。つまり、一つの画素の第１および第２電極３３、４３は隣り合
う画素の第１および第２電極３０、４０と平行せずに一定の角を有するように形成されて
いる。
【００４９】
　図５に示すように、それぞれの画素には互いに平行に向い合う第１および第２横電極線
３２、４２が横方向に形成されており、第１および第２横電極線３２、４２の互いに反対
側の端部から縦方向にそれぞれ延長されている第１および第２縦電極線３１、４１が形成
されている。第１横電極線３２と連結されている第１電極３６の第１部分３４は縦方向に
延長されており、第１部分３４と連結されている第１電極３６の第２部分３５は傾斜する
ように形成されている。ここで、第１縦電極線３１のうちの一部は第１電極３６の第１部
分３４の役割をし、第１縦電極線３１から延長された多数の分枝３７が第２部分３５と平
行に形成されている。また、第１電極３６の第２部分３５の間には第２横電極線４２およ
び第２縦電極線４１から延長された第２電極４６の第１部分４４が第１電極３６の第２部
分３５と平行に形成されており、第２電極４６の第１部分４４から延長された第２電極４
６の第２部分が第１電極３６の第１部分３４と平行に形成されている。ここで、第２縦電
極線４１のうちの一部は第２電極４６の第２部分４５の役割をする。言い換えると、それ
ぞれの画素の内部には互いに平行に形成されている第１および第２電極が折り曲げられた
形状に形成されている。
【００５０】
　このように一つの基板において電極の方向を画素単位にまたは画素の内部において一つ
以上の方向に形成して液晶分子を多様な角度に配列することにより広い視野角を具現する
ことができる。
【００５１】
　以下、本発明に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置を製作して実験した結果について説明す
る。
【００５２】
　実験例１
　実験例１においては液晶層７０にキラル添加剤を混合したネマチック液晶と純粋なネマ
チック液晶を用いた場合、それぞれに対して視野角を測定したものである。
【００５３】
　ここで、液晶層７０の屈折率異方性△ｎは０．０９であり、液晶層７０の厚さｄは４．
５μｍであり、配向膜９０は全てラビング処理をしていない状態である。また、二つの電
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極３０、４０は横方向に形成されており、二つの基板１０、２０の外部面に取付けられて
いる偏光板５０、６０の透過軸は互いに対して９０°になるように配置されており、一つ
は透過軸が二つの電極３０、４０に対して４５°で残りの一つは透過軸が１３５°になる
ように配置した。ここで、角度は水平方向の右側を０°に設定し、これを基準にしたもの
である。
【００５４】
　図６は純粋なネマチック液晶にキラル添加剤を０．１％混合して視野角を測定した結果
であり、図７は添加剤を用いない状態で視野角を測定した結果を示すグラフである。
【００５５】
　図６でみるように、キラル添加剤を用いた場合にはコントラスト比１０を基準にして横
方向には８０°程度、縦方向には７６°程度の視野角が測定された。
【００５６】
　添加剤を用いない場合には図７に示されたように、コントラスト比１０を基準にして横
方向には７６°程度、縦方向には７６°程度の視野角が測定された。
【００５７】
　そして、対角線方向にはコントラスト比６０を基準にして二つの場合いずれも１２０°
以上の視野角が測定された。
【００５８】
　実験例２
　実験例２においては二つの基板１０、２０に形成された配向膜９０をラビング処理をし
、それぞれに対して視野角を測定した。
【００５９】
　図８は、上部基板２０に形成された配向膜９０は１３５°で、下部基板１０に形成され
た配向膜９０は３１５°でラビング処理をして視野角を測定した結果であり、図９は、上
部基板２０に形成された配向膜９０は４５°で、下部基板１０に形成された配向膜９０は
２２５°でラビング処理をして視野角を測定した結果である。残りの条件は実験例１と同
一である。
【００６０】
　図８および図９で見るように、このようにラビングを行なうと水平および垂直方向の視
野角と対角線方向の視野角との差を縮めることができるので、すべての方向においてさら
に均一な視野角が得られる。
【００６１】
　実験例３
　実験例３においては二つの基板１０、２０の外側面に取付けられている偏光板５０、６
０の配置を異にして視野角を測定したものである。
【００６２】
　図１０は実験例１と同様に、上部基板２０に取付けられている偏光板６０の透過軸は二
つの電極３０、４０の方向に対して４５°、下部基板１０に取付けられている偏光板６０
の透過軸は１３５°になるように配置して視野角を測定した結果であり、図１１は、上部
基板２０に取付けられている偏光板６０の透過軸は３０°、下部基板１０に取付けられて
いる偏光板６０の透過軸は１２０°になるように配置して視野角を測定した結果である。
残りの条件は実験例１と同一である。
【００６３】
　実験例１で説明したように、図１０では対角線の四方向で対比比６０を基準にして１２
０°以上の視野角を示し、上下左右の方向でコントラスト比１０を基準にして８０°程度
の視野角を示している。図１１と比較すると、視野角の方向は電極の方向と偏光板の透過
軸方向の相対角に依存することがわかる。従って、各種の電極方向と偏光板の透過軸の方
向とを様々に具現することにより、すべての方向でほぼ一定の視野角が得られる。
【００６４】
　実験例４
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　実験例４においては図１２でみるように、二つの基板１０、２０の外側面にそれぞれ負
の一軸性補償フィルム１００を取付けて視野角を測定した。かかる補償フィルムは遅延に
対する残留位相差を補償するためである。
【００６５】
　図１３は補償フィルム１００を用いない状態で視野角を測定した場合であって、８０°
程度の視野角が測定された。図１４は補償フィルム１００の遅延値が４０ｎｍであるのを
用いて測定した結果であり、図１５は補償フィルム１００の遅延値が８０ｎｍであるのを
用いて視野角を測定した結果であり、図１６は補償フィルム１００の遅延値が１２０ｎｍ
であるのを用いて視野角を測定した結果である。残りの条件は実験例１と同一である。
【００６６】
　図１４ないし図１６でみるように、補償フィルム１００を用いる場合はコントラスト比
１０を基準にして６０°にまで視野角が広くなることがわかる。
【００６７】
　かかる結果に従って二つの基板１０、２０の間隔と補償フィルム１００の遅延値を最適
化することで全方向に６０°以上の視野角を得られることがわかる。ここで、補償フィル
ムの遅延値は３０～５００ｎｍの範囲であることが好ましい。
【００６８】
　本発明の実験例においては負の一軸性補償フィルムを用いたが、正の一軸性補償フィル
ム、二軸性補償フィルム、ハイブリッド構造を有する補償フィルムまたはツイスト構造を
有する補償フィルムを用いることもできる。
【００６９】
　また、補償フィルム１００を二つの基板１０、２０にそれぞれ取付けているが、択一的
に一つの基板にのみ取付けることもできる。
【００７０】
　実験例５
　実験例５においては電気光学的特性を測定した。
【００７１】
　ここで、液晶層７０は純粋なネマチック液晶を用い、配向膜９０は全てラビング処理を
していない状態であり、二つの電極３０、４０の幅はそれぞれ５μｍである。
【００７２】
　図１７は液晶セルの間隔、二つの電極の間隔および駆動電圧との関係を図表で示すもの
である。
【００７３】
　ここで、Ｖmaxは最大透過率の駆動電圧であり、Ｔmaxは最大透過率、ｔonはオン時の液
晶分子の反応時間、ｔoffはオフ時の液晶分子の反応時間、ｔtot＝ｔon＋ｔoff、Ｖ１０
は透過率が最大値の１０％である時の駆動電圧、Ｖ９０は透過率が最大値の９０％である
ときの駆動電圧である。
【００７４】
　図１７でみるように、二つの基板１０、２０の間隔を３～６μｍ、二つの電極３０、４
０の間隔を８または１０μｍに設定して透過率が最大である場合に駆動電圧を測定した結
果、６～３０Ｖの範囲に測定された。
【００７５】
　このように、電極の間隔および液晶セルの間隔を適切に調節すると駆動電圧を低めるこ
とができる。
【００７６】
　本発明の実施例に従うＥＯＣ方式の液晶表示装置において電極の構造および配置は前述
した以外にも多様に変化させることができ、図１８ないし図２３に示すように、画素単位
でもしくは画素内で折り曲げられてのこぎり歯形状をなすようにする場合に非常に良好な
表示特性が得られる。これについて詳細に説明する。
【００７７】
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　図１８および図１９でみるように、それぞれの画素には共通電極線である第１電極線３
２と画素電極である第２電極線４２とが互いに平行に向い合うように形成されている。
【００７８】
　図１８に示すように、本発明の実施例においては、それぞれの画素に互いに平行に向い
合う第１および第２電極線３２、４２が画素の横列に沿って交互に横と縦方向に形成され
ており、画素の縦列方向には同一方向に形成されている。そして、第１および第２電極線
３２、４２とそれぞれ連結されており、第１および第２電極線３２、４２とそれぞれ垂直
に延長されている第１および第２電極３３、４３が互いに平行に交互に形成されている。
【００７９】
　図１９に示す本発明の実施例においては、それぞれの画素に互いに平行に向い合う第１
および第２電極線３２、４２が、図１８に示す本発明の実施例とは異なり、画素の横列と
縦列に沿って交互に横と縦方向に形成されている。第１および第２電極線３２、４２とそ
れぞれ連結されており、これらと垂直にそれぞれ延長されている第１および第２電極３３
、４３が互いに平行に交互に形成されているのは、図１８に示す本発明の実施例と同一で
ある。
【００８０】
　図２０および図２１には共通電極である第１電極と画素電極である第２電極が画素の対
角線方向に形成された本発明の実施例を示している。
【００８１】
　図２０および図２１でみるように、それぞれの画素には共通電極線である第１電極線３
２が画素の一頂点を中心にして両側に形成されて‘　’字状または‘　’字状をなしてお
り、これと対角線方向に向い合う頂点を中心にして両側に形成されて‘　’字状または‘
　’字状をなす第２電極線４２が形成されている。
【００８２】
　第１電極線３２および第２電極線４２とそれぞれ連結されており、互いに平行に交互に
形成されている第１電極３３と第２電極４３は、画素の対角線方向に形成されている。図
２０に示すように、本発明の実施例においては第１電極３３と第２電極４３の方向が画素
の横列に沿って互いにずれるように形成されており、同一縦列の画素は電極の方向が同一
である反面、図２１に示した本発明の実施例においては第１電極３３と第２電極４３の方
向が画素の横列と縦列に沿って互いにずれるように形成されている。
【００８３】
　図２２には図１８ないし図２１の場合とは異なり、画素の形状が傾いた平行四辺形から
なる本発明の実施例が示されている。
【００８４】
　図２２に示すように、それぞれの画素には共通電極線である第１電極線３２と画素電極
である第２電極線４２とが互いに平行に向い合うように形成されている。そして、第１電
極線３２および第２電極線４２とそれぞれ連結されており、互いに平行に交互に形成され
ている第１電極３３と第２電極４３が、第１電極線３２および第２電極線４２に対し傾斜
方向に形成されている。それぞれの画素は傾いた平行四辺形からなり、画素の傾き方向が
縦列に沿って反対に形成されていて、第１電極３３と第２電極４３が画素の縦列に沿って
のこぎり歯状をなすように形成されている。
【００８５】
　図２３には画素自体の形状がのこぎり歯状からなる本発明の実施例が示されている。
【００８６】
　図２３に示すように、それぞれの画素は中央が折り曲げられてのこぎり歯状に形成され
ており、のこぎり歯状の各画素には共通電極線である第１電極線３２と画素電極である第
２電極線４２とが互いに平行に向い合うように形成されている。そして、第１電極線３２
および第２電極線４２とそれぞれ連結されており、互いに平行に交互に形成されている第
１電極３３と第２電極４３とが形成されている。ここで、第１電極３３と第２電極４３の
形状は画素の中央から折り曲げられてのこぎり歯状をなしている。
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【００８７】
　図２４は図２３に示されている電極構造において電極が折り曲げられている（ａ）部分
に対する拡大図である。
【００８８】
　図２４に示すように、第１電極３３と第２電極４３に電圧が印加されると放物線形状の
電気場が液晶分子８０を駆動する。このとき、液晶分子８０はその長軸を投射した方向が
電極と垂直をなし、傾き方向は図２４の矢印が指す方向が上を向くように配列される。す
なわち、第１電極３３と第２電極４３との間の中心面を基準にして液晶分子の配列方向は
対称になる。しかしながら、電極３３、４３がのこぎり歯状に折り曲げられているので、
折り曲がった部分の両側に電極の中心面を基準にして互いに対称である配列方向を有する
二つの微小領域に分けられた領域が２組生じることになり、これは液晶分子の配列方向が
異なる四つの領域があるのと同様な効果をもたらすことになる。
【００８９】
　液晶セルの両外側面に取付けられている偏光板は、その透過軸がのこぎり歯状に折り曲
げられた第１および第２電極の一部と平行するか垂直をなす方向を除いたすべての方向に
取付けられる。ただし、偏光板の透過軸が電極となす角が４５°である場合が最も良好な
表示性能を現す。
【００９０】
　のこぎり歯状に形成された第１および第２電極が折り曲げられる角度は０°から１８０
°の間の値を有することができるが、これは偏光板の透過軸方向と関連する。偏光板の透
過軸と電極とがなす角度が４５°であるとき、最も良好な視野角特性が得られるが、偏光
板の透過軸と電極とがなす角度が４５°になるときは電極が折られる角度は９０°になら
なければならない。
【００９１】
　光の遅延に対する残留位相差を補償するため、本発明の実施例に従う液晶表示装置の外
側に位相差補償フィルムを取付けることもできる。
【００９２】
　図２５には補償フィルムを取付けた本発明の実施例に従う液晶表示装置の分解斜視図が
示されている。
【００９３】
　図２５に示すように、液晶セル１００と偏光板５０、６０との間に補償フィルム１１０
が取付けられている。図２５に示されている液晶表示装置においては、補償フィルムが液
晶セルの両側面と偏光板との間にそれぞれ１枚ずつ取付けられているが、液晶セルの一つ
の面と偏光板との間にのみ取付けることもでき、液晶セルの各面と偏光板との間に２枚以
上の補償フィルムを取付けることもできる。このとき、補償フィルムとしては、一軸性ま
たは二軸性補償フィルムを用いることができ、一軸性補償フィルムと二軸性補償フィルム
とを組合わせて用いることもできる。
【００９４】
　図１８ないし図２３に示すようなのこぎり歯状の電極配置は、互いに平行な二つの電極
により液晶物質が駆動される他のモードにも同様に適用できる。例えば、平面駆動方式（
ＩＰＳ方式(in-plane switching mode)）や平行な二つの電極が両側基板に交互に形成さ
れており、これら二つの電極間の電気場により液晶物質が駆動されるＥＩＭＤ方式(elect
rical induced multi domain mode)などに適用することができる。以下、これについて詳
細に説明する。
【００９５】
　ＩＰＳ方式の液晶表示装置においては、前述したＥＯＣモードでと同様に、互いに平行
で線形である二つの電極すべてが一方の基板に形成されている。ここでは、液晶物質の誘
電率異方性Δεはゼロより大きくても小さくてもいずれもが用いられる。
【００９６】
　電気場を印加しないときには、液晶分子の長軸は基板に平行に、かつ、電極と平行する
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的に基板に平行な電気場が生成され、これによって液晶層の中央に位置する液晶分子の長
軸が電気場に平行に配列される。しかしながら、基板付近の液晶分子は配向力により初期
状態を保持するので、基板から中央に至る領域の液晶分子は螺旋状にねじられた構造を有
する。
【００９７】
　ＥＩＭＤ方式の液晶表示装置では、互いに平行で二つの基板のそれぞれに交互に配置さ
れるように多数の第１電極と第２電極とが形成されている。
【００９８】
　図２６（Ａ）および２６（Ｂ）は本発明の実施例に従うＥＩＭＤ方式の液晶表示装置の
原理を示す概略図である。
【００９９】
　図２６（Ａ）および図２６（Ｂ）に示すように、配向膜９０がそれぞれ形成されている
１対の透明基板１０、２０が互いに向い合っており、二つの基板１０、２０の内側面には
互いに平行に形成された第１および第２線形電極３０、４０が交互に形成されている。二
つのガラス基板１０、２０の間には液晶物質が注入されて液晶層７０をなしており、液晶
層７０の液晶分子８０は二つの基板１０、２０に対して垂直に配向されている。それぞれ
の基板１０、２０の外側面には偏光板５０、６０がそれぞれ取付けられている。
【０１００】
　このとき、液晶層７０の液晶物質は誘電率異方性Δεがゼロより大きいことが好ましい
が、誘電率異方性Δεがゼロより小さくてもよい。
【０１０１】
　図２６Ａでみるように、電気場を印加しないときには、液晶層７０の液晶分子８０は配
向膜９０の配向力により二つの基板１０、２０に垂直に配列された構造を有する。
【０１０２】
　図２６（Ｂ）は電界を十分に印加した場合を示すものである。二つの電極に十分な電圧
を印加すると、上下基板１０、２０に交互に配置された第１および第２電極３０、４０に
より二つの基板１０、２０に垂直な方向に対して傾斜角を有する電気場が形成され、この
電気場は二つの基板１０、２０に垂直な平面または電極３０、４０を通過する中心面に対
して対称をなす。正の誘電率異方性を有するネマチック液晶物質の場合、かかる傾斜方向
の電気場により液晶分子８０の長軸が電気場の方向に沿って配列される。
【０１０３】
　かかる二つの方式の液晶表示装置においてもＥＯＣモードの場合と同様に、電極をのこ
ぎり歯状に形成して電極が折られた部分を中心に両側で液晶分子の傾き方向が互いに異な
る領域により光の遅延が補償されて広い視野角を得ることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０、２０　基板
　３０、４０　電極
　３２、４２　第１および第２電極線
　３３、４３　第１および第２電極
　５０、６０　偏光板
　７０　液晶層
　８０　液晶分子
　９０　配向膜
　１００　補償フィルム
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种具有宽视角的新系统的液晶显示装置。解决方
案：液晶显示装置包括：彼此面对的第一基板10和第二基板20;最初垂直
排列的液晶材料层70，注入第一和第二基板之间;以及用于改变液晶材料
层的分子的长轴方向的装置。液晶材料层具有彼此相邻的两个区域。在
这两个区域中，液晶分子在不同方向上相互排列。属于相邻区域中的任
何一个区域的分子关于两个区域之间的边界对称排列。当通过液晶材料
层的光具有最大透光率时获得的驱动电压与当光具有最低透光率时获得
的驱动电压之间的差异≤30V。


